
 
経営改善の取り組みについて 

 

 
 
 長浜市社会福祉協議会では、平成２３年８月より、経営改善会議を立ち上げ、本会にお

ける経営の基本方針および改善案について検討を進めてきました。 
 本会議は、理事より６名、外部有識者２名で委員を構成し、議論をすすめ、平成２４年

１２月３日報告書をまとめました。 
 この報告書は、経営改善に向けて長浜市社会福祉協議会が目指す姿を示し、その実現に

向け、組織機構の再編、事業拠点の統合についての改善案をまとめたものです。 
 長浜市社会福祉協議会では、この報告書をもとに経営改善の取り組みを進めることとし、

平成２５年４月１日より新たな体制で事業の実施を進めていきます。 
記 

主な取り組み 
 
１．組織機構の再編 
   現在の１本所８支所２ステーションによる地域単位の管理体制から、総務課・地域

福祉課（地域福祉Ｇ、ボランティアＧ、相談支援Ｇ）・介護事業課（居宅介護支援Ｇ、

訪問介護・訪問入浴Ｇ、通所介護Ｇ、介護企画・介護予防Ｇ）を置き、３課７グルー

プの体制で、事業ごとに全市域を管理する。 
 
２．事業拠点の統合 
   地域福祉部門 … 現在、本所地域福祉課と８支所の地域福祉担当職員を、南部（現

本所）、北部（現木之本支所）の２拠点に職員を集約し、専門性を

高めた地域支援体制の構築を目指します。 
なお、現支所単位には地域窓口職員１名を配置します。 

 
   介護事業   … 現在、訪問系事業の居宅介護支援事業７事業所と訪問介護事業

７事業所４サテライトの事業所を、それぞれ５事業所に集約しま

す。 
            事業所規模を拡大し、サービス提供力の向上、サービス管理体

制の強化を図り、より充実した介護サービスの提供を目指します。 
 
   管理部門の移転… 現在、現本所のある管理部門（総務課、介護事業課）を市中央

部に位置する長浜市役所湖北支所に移転します。 
 
３．その他 
   平成２５年４月１日より、支所制廃止に伴い、現支所の名称を○○センター（○○

には地域名）と改めます。 
   また、介護事業所の名称には、利用者の愛着を得られる名称として「ほのぼの」の

愛称を加え名称を改めます。 
 

http://www.nagahama-shakyo.or.jp/pdf/h25_keiei_kaizen_houkoku_12.pdf



